
令和 7年 6月 5日 

 

令和 7年度独立行政法人教職員支援機構調達等合理化計画  

 

「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」（（平成27年5月25日総務大臣決定）

に基づき、独立行政法人教職員支援機構は、事務・事業の特性を踏まえ、PDCA サイクルにより、公正

性・透明性を確保しつつ、自律的かつ継続的に調達等の合理化に取り組むため、令和 7年度独立行政

法人教職員支援機構調達等合理化計画を以下のとおり定める。 

 

1．調達の現状と要因の分析 

（1） 教職員支援機構における令和 6 年度の契約状況（100 万円以上）は、表 1 のようになってお

り、契約件数は 50件、契約金額は 520 百万円である。少額随意契約以外の契約のうち、競争性

のある契約は 21 件（（70.0%）、232 百万円（（48.2%）、競争性のない契約は 9件（（30.0%）249 百万

円（51.8%）となっており、令和 5年度と比較して、競争性のない契約件数は 4件減少した。 

 なお、令和 7 年 3 月 28 日付政令第九十三号により予算決算及び会計令及び予算決算及び会

計令臨時特例（以下、「予決令等」という。）の一部が改正され、少額随意契約の基準額が引き

上げられた。そのため、令和 7 年度においては、改正された予決令等により定められる基準額

に基づき、少額随意契約を除く契約については表 1-1、少額随意契約については表 1-2 にそれ

ぞれ示すこととする。 

 

令和 6年度の教職員支援機構の調達全体像（100 万円以上） 

表 1-1（（少額随意契約以外）                       （（単位：件、百万円） 

  
令和５年度 令和６年度 比較増△減 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 

競争入札等 
(31.3%) (50.9%) (36.7%) (41.2%) (10%) (-41%) 

10 335 11 198 1 △ 137 

企画競争・公募 
(28.1%) (5%) (33.3%) (7.1%) (11%) (3%) 

9 33 10 34 1 1 

競争性のある契

約（小計） 

(59.4%) (55.9%) (70%) (48.2%) (11%) (-37%) 

19 368 21 232 2 △ 136 

競争性のない随

意契約 

(40.6%) (44.1%) (30%) (51.8%) (-31%) (-14%) 

13 290 9 249 △ 4 △ 41 

合計 
(100%) (100%) (100%) (100%)     

32 658 30 481 △ 2 △ 177 

 

  



表 1-2（（参考：少額随意契約）                      （（単位：件、百万円） 

  
令和５年度 令和６年度 比較増△減 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 

少額随意契約 10 21 20 39 10 18 

 

（注 1）計数は、それぞれ四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。 

（注 2）比較増△減の（）書きは、令和 6年度の対令和 5年度伸縮率である。 

（注 3）変更契約（2件）については本表に含まれていない。 

 

（2） 教職員支援機構における令和 6年度の応札状況は、表 2のようになっており、うち一者応札・

応募の状況は、契約件数は 2件（（9.5%）、契約金額は 25百万円（（10.8%）であった。一者応札・

応募による契約件数は、令和 5年度より減少した。 

 一者応札・応募の内容は、独立行政法人教職員支援機構で使用する電気、教員資格認定試験

の問題冊子等の印刷の 2件である。 

 

表 2 令和 6 年度の教職員支援機構の応札状況              （単位：件、百万円） 

  令和５年度 令和６年度 比較増△減 

２者以

上 

件数 16 (84.2%) 19 (90.5%) 3 (19%) 

金額 356 (96.7%) 207 (89.2%) △ 149 (-42%) 

１者以

下 

件数 3 (15.8%) 2 (9.5%) △ 1 (-33%) 

金額 12 (3.3%) 25 (10.8%) 13 (108%) 

合計 

件数 19 (100%) 21 (100%) 2   

金額 368 (100%) 232 (100%) △ 136   

 

（注 1）計数は、それぞれ四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。 

（注 2）比較増△減の（）書きは、令和 6年度の対令和 5年度伸縮率である。 

 

2．重点的に取り組む分野（（】 は評価指標） 

上記 1 の現状分析等を含め総合的な検討を行った結果、一者応札関係及び経費節減・効率化関

係の各分野について、それぞれの状況に即した調達の改善及び事務処理の効率化に努めることと

する。 

 

（1）一般競争 

一者応札に関する調達について、本機構の事務・事業の特性に鑑み、過年度における一者応札

の割合の状況も踏まえ、令和７年度においては、引き続き①～④の取組を実施することで、適正

な調達を目指す。】一者応札件数割合：10％未満  



①競争参加資格要件の緩和 

②仕様内容の見直し 

③公告期間の延長（従前の 10日以上から 20日以上を確保） 

④契約の性質、目的に応じて最適となる契約手段の適応 

また、新規参入者にも配慮して、入札情報及び入札書の雛形、契約書条項等をホームページに

掲載することで、応札業者の増加に努める。 

 

（2）経費節減・効率化に関する調達 

国立特別支援教育総合研究所、国立青少年教育振興機構、国立女性教育会館及び本機構との 4

法人で行っている物品の共同調達を実施するとともに、筑波大学等つくば地区 8 機関で行ってい

る物品の共同調達も実施している。 

令和 7年度も引き続き物品等の共同調達の検討・実施を進め、経費の節減・効率化を図る。（】前

年度比単価または経費の節減額  

 

3．調達に関するガバナンスの徹底（（】 は評価指標） 

（1）発注・契約権限の明文化 

本機構の物品等の調達については、独立行政法人教職員支援機構会計規程及び会計実施細則に

より、予定価格が一定金額未満の調達については迅速な調達を促進するため、総務部及び教職員

の学び協働開発部において契約することが認められている。 

少額随契に関する会計規程が令和 7 年 5 月に改正（4 月施行）されたことを踏まえ、適切な契

約手続の観点から、総務部及び教職員の学び協働開発部が行った契約ごとの見積書の徴収状況等

について、監査室を中心とした内部監査において下記の観点から継続的なモニタリング等を通じ

点検を行うこととする。 

】監査室を中心とした内部監査による点検実績等  

・書類等の保管状況は適切か。 

・各課室長の専決金額を上回る案件がないか。（予定価格の基準は遵守されているか。 

本来ならば一体として契約すべき複数案件を意図的に分割していないか。） 

・競争性を確保する観点から、予定価格が一定金額以上の調達については、複数の取引業者か

ら見積書を徴収しているか。 

・納品された物品と納品書の内容が一致していることを検品担当者が検収したことがわかる証

跡が残されているか。 

・各課室長による決裁は遵守されているか。 

・支払いが遅れている若しくは遅れていた案件はないか。 

・前払い案件について、残高管理が適切に行われているか。 

・不適切な分割契約や長期にわたって契約相手方が固定化されていないか。 

（2）随意契約の法人内部におけるチェック機能の確保 

少額随意契約以外に随意契約を締結することとなる案件については、事前に法人内に設置され

た契約検証チームに報告し、会計規程における「随意契約によることができる事由」との整合性

や、競争性のある調達手続の実施可能性の可否の観点から点検を受けることとする。 



ただし、競争入札実施後の不落随契の場合等随契にすることが契約手続き上、止むを得ない場

合は、事後に報告を行うこととする。】契約検証チームによる点検実績等  

契約検証チームのメンバーは、理事（（総括責任者）、総務部長及び教職員の学びの協働開発部長

の 3名とする。 

 

（3）不祥事の発生の未然防止・再発防止のための取組 

教職員支援機構では、これまで調達に関する契約事務処理マニュアルを作成し、発注者と検品

者を別人とするなどの牽制体制を図ってきている。また、職員に対しては、倫理規程等の周知及

び重要性について引き続いて徹底する。】実施結果  

 

4．自己評価の実施 

調達等合理化計画の自己評価については、各事業年度に係る業務の実績等に関する評価の一環

として年度終了後に実施し、自己評価結果を文部科学大臣に報告し評価を受ける。その評価結果

を踏まえ、その後の調達等合理化計画の改定・策定等に反映させるものとする。 

 

5．推進体制 

（1）推進体制 

本計画に定める各事項を着実に実施するため、理事を総括責任者とする調達等合理化検討会に

より調達等合理化に取り組むものとする。 

総括責任者  理事 

副総括責任者 総務部長 

メンバー  財務課長、課長補佐、総括係長、調達係長 

 

（2）契約監視委員会の活用 

監事及び外部有識者によって構成する契約監視委員会は、当計画の策定及び自己評価の際の点

検を行うとともに、これに関連して、理事長が定める基準に該当する個々の契約案件の事後点検

を行い、その審議概要を公表する。 

理事長が定める基準は、「新規の競争性のない随意契約（少額随意契約を除く）」、「翌年度にお

ける競争性のない随意契約（（少額随意契約を除く）が明らかな案件」及び「2期連続の一者応札・

応募案件」とする。 

 

6．その他 

調達等合理化計画及び自己評価結果等については、教職員支援機構のホームページにて公表す

るものとする。 

なお、計画の進捗状況を踏まえ、新たな取組の追加等があった場合には、調達等合理化計画の

改定を行うものとする。 


